
【
対
象
者
に
郵
送
し
ま
す
】

　

現
在
ご
使
用
の
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
『
限
度
額
適
用
・
標

準
負
担
額
減
額
認
定
証
（
減
額

認
定
証
）』
も
７
月
31
日
で
有
効

期
限
が
終
了
し
ま
す
。
既
に
減
額

認
定
証
を
お
持
ち
の
方
で
、
引
き

続
き
減
額
認
定
証
の
交
付
対
象

と
な
る
方
に
は
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
の
保
険
証
と
同
様
に
７
月
25

日
以
降
に
郵
送
し
ま
す
。

【
新
た
に
交
付
を
受
け
た
い
場
合
】

　

新
た
に
減
額
認
定
証
の
交
付

を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、「
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
証
」「
印
鑑
」

「
免
許
証
な
ど
身
分
証
明
と
な
る

も
の
」
を
ご
持
参
し
て
い
た
だ
き
、

市
民
環
境
課
で
申
請
手
続
き
を

お
願
い
し
ま
す
。

【
交
付
対
象
と
な
る
方
】

　

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

【
減
額
認
定
証
と
は
】

　

減
額
認
定
証
を
提
示
す
る
こ
と

で
、
入
院
し
た
と
き
に
窓
口
で
支

払
う
自
己
負
担
分
や
食
事
代
な

ど
を
減
額
さ
れ
た
額
で
支
払
う
こ

と
が
で
き
る
も
の
で
す
。
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度

　平成 23年度の住民税課税所得額が
145万円以上の被保険者の方と、その方
と同一世帯の被保険者の方

医療費の自己負担割合
負担割合が「3割」となる方

◇被保険者全員の平成 23年度の住民税課
　税所得額が 145 万円未満の方　　　　
◇平成 23 年度の住民税課税所得額は
　145 万円以上であるが下記に該当す
　る方（申請手続きが必要になります。）
①被保険者が複数いる世帯で、被保険者
　の方の収入合計額が 520 万円未満の方
②被保険者１名の世帯で、ご自身の収入
　額が 383 万円未満の方　　　　　　　
③被保険者１名の世帯で、ご自身の収入
　額は 383 万円を超えているが、同一世
　帯の 70歳から 74歳の方の収入額を含
　めた収入合計額が 520 万円未満の方　

負担割合が「１割」となる方

８
月
は
更
新
時
期
で
す

　
入
院
時
に
病
院
へ
支
払
う
医
療

費
の
自
己
負
担
分
（
※
）
を
限
度

額(

別
表)

以
内
に
で
き
る
「
限

度
額
適
用
認
定
証
」
が
、
一
斉
切

り
か
え
と
な
り
ま
す
。
８
月
以
降

も
必
要
な
方
、
新
た
に
必
要
と
さ

れ
る
方
は
交
付
申
請
の
手
続
き
を

お
願
い
し
ま
す
。

※
保
険
診
療
対
象
分
に
限
り
ま
す
。

食
事
代
、
個
室
・
寝
巻
の
使
用
料
、

文
書
代
な
ど
は
含
み
ま
せ
ん
。

交
付
申
請
に
つ
い
て

　
以
下
の
持
ち
物
を
ご
用
意
い
た

だ
き
、
市
役
所
の
国
保
年
金
係
窓

口
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

①
保
険
証　
　

②
印
鑑　

③
本
人
確
認
で
き
る
身
分
証
明
書

④
以
前
交
付
さ
れ
て
い
た
「
認
定

　

証
」（
更
新
の
場
合
）　

認
定
証
の
交
付
は
随
時
可
能

入
院
前
に
手
続
き
を

　

こ
の
制
度
を
利
用
す
る
に
は
、

ま
ず
市
役
所
の
国
保
窓
口
へ
申
請

し
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
の
交

付
を
受
け
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ

の「
限
度
額
適
用
認
定
証
」と「
保

険
証
」
を
入
院
し
て
い
る
医
療
機

関
に
提
示
す
る
と
、
病
院
へ
の
支

払
い
は
自
己
負
担
限
度
額
以
内
に

な
り
ま
す
。

　

な
お
、
制
度
が
適
用
さ
れ
る
の

は
申
請
し
た
月
か
ら
で
す
。
入
院

し
た
月
の
翌
月
以
降
に
申
請
し
た

場
合
、
前
の
月
に
さ
か
の
ぼ
っ
て

の
認
定
証
交
付
は
で
き
ま
せ
ん
。

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
更
新
の
お
知
ら
せ

国
民
健
康
保
険
加
入
の
70
歳
未
満
の
方
が
対
象

【
お
問
い
合
わ
せ
】
市
民
環
境
課 

国
保
年
金
係 

☎
62
３
１
１
１ 

内
線
１
５
４

【
お
問
い
合
わ
せ
】
市
民
環
境
課 
国
保
年
金
係 

☎
62
３
１
１
１ 

内
線
１
５
３・１
５
４

　

今
年
度
は
、
昨
年
度
よ
り
再

開
し
た
３
歳
・
４
歳
の
お
子
さ
ん

に
加
え
て
、
小
学
校
３
年
生
・
４

年
生
の
お
子
さ
ん
に
も
、
日
本
脳

炎
の
予
防
接
種
の
ご
案
内
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　

小
学
校
３
年
生
・
４
年
生
の
お

子
さ
ん
が
い
ら
し
ゃ
る
保
護
者
の

方
は
、
母
子
健
康
手
帳
を
確
認

し
、
日
本
脳
炎
の
１
期
接
種
が
不

足
し
て
い
る
場
合
は
接
種
を
受
け

ま
し
ょ
う
。

　
日
程
等
詳
し

く
は
、
保
健
福
祉
課
ま
で

お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

日
本
脳
炎
の
予
防
接
種
に
つ
い
て

【
お
問
い
合
わ
せ
】
保
健
福
祉
課 

健
康
増
進
係 

☎
62
３
１
１
１ 

内
線
１
８
2

住民税課税世帯
※上位所得者

150,000 円＋（総医療費
ー 500,000 円）× 1％

住民税課税世帯
一　　般

80,100 円＋（総医療費
ー 267,000 円）×１％

住民税
非課税世帯 35,400 円

（別表）１か月の自己負担限度額

【
新
し
い
保
険
証
を
郵
送
し
ま
す
】

　

現
在
お
使
い
い
た
だ
い
て
い
る

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険

証
は
７
月
31
日
で
有
効
期
限
が
終

了
し
ま
す
。
８
月
１
日
か
ら
ご
使

用
い
た
だ
く
新
し
い
保
険
証
は
７

月
25
日
以
降
に
、
住
民
票
に
記
載

さ
れ
て
い
る
住
所
に
郵
送
し
ま
す
。

【
新
し
い
保
険
証
は
橙
色
】

　

新
し
い
保
険
証
の
色
は
橙
色

で
、
有
効
期
限
は
平
成
24
年
７
月

31
日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

新
し
い
保
険
証
が
お
手
元
に
届

き
ま
し
た
ら
、
住
所
・
氏
名
な
ど

記
載
内
容
に
誤
り
が
な
い
か
ご
確

認
く
だ
さ
い
。
な
お
、
古
い
保
険

証
は
、
間
違
い
を
避
け
る
た
め
必

ず
ご
自
身
で
破
棄
し
て
く
だ
さ
い

【
自
己
負
担
割
合
に
つ
い
て
】

　

医
療
費
の
自
己
負
担
割
合
は

平
成
22
年
中
の
収
入
な
ど
に
基
づ

き
、左
表
の
と
お
り
判
定
し
ま
す
。

※
８
月
１
日
以
降
に
、
判
定
に
係
る

収
入
額
や
世
帯
員
の
構
成
な
ど
に
変

更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
の
都
度
自

己
負
担
割
合
を
判
定
し
直
し
ま
す
。

　

自
己
負
担
割
合
に
変
更
が
生

じ
た
場
合
は
保
険
証
の
有
効
期
限

内
で
あ
っ
て
も
新
し
い
保
険
証
が

交
付
さ
れ
ま
す
。
そ
の
際
は
古
い

保
険
証
は
使
用
し
な
い
で
、
市
民

環
境
課
に
返
還
し
て
く
だ
さ
い
。

８
月
か
ら
保
険
証
が
更
新
さ
れ
ま
す

※国保税基礎控除後の総所得金額
　などが 600万円を超える世帯

見本

新
し
い
飯
山
市
環
境
基
本
計
画

　

策
定
に
向
け
た
審
議
が
始
ま
り
ま
し
た

【
お
問
い
合
わ
せ
】
市
民
環
境
課 

生
活
環
境
係 

☎
62
３
１
１
１ 

内
線
１
９
１・１
９
２

　

市
で
は
現
在
、
飯
山
市
環
境

審
議
会
に
お
い
て
、
平
成
24
年
度

か
ら
平
成
33
年
度
ま
で
の
環
境
行

政
推
進
の
基
本
と
な
る
「
第
２
次

飯
山
市
環
境
基
本
計
画
」
の
策
定

に
向
け
た
検
討
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

飯
山
市
環
境
基
本
計
画
は
、

飯
山
市
環
境
基
本
条
例
に
規
定

さ
れ
た
４
つ
の
基
本
理
念
（
別
表
）

を
実
現
し
、
市
民
・
事
業
者
・
市

が
連
携
し
て
環
境
に
配
慮
し
た
市

民
生
活
・
事
業
活
動
・
行
政
推
進

を
行
っ
て
い
く
た
め
の
基
本
と
な

る
計
画
で
す
。
平
成
14
年
度
に
策

定
さ
れ
た
現
在
の
環
境
基
本
計
画

は
今
年
度
で
計
画
期
間
が
終
了

す
る
こ
と
か
ら
、
今
後
10
年
間
の

新
た
な
計
画
の
策
定
に
向
け
、
検

討
を
行
っ
て
い
る
も
の
で
す
。

　

計
画
の
検
討
を
行
っ
て
い
る
飯

山
市
環
境
審
議
会
は
、
飯
山
市

環
境
基
本
条
例
に
基
づ
き
設
置
さ

れ
た
組
織
で
市
内
各
団
体
か
ら
推

薦
さ
れ
た
方
、
学
識
経
験
者
、
公

募
委
員
の
計
14
名
で
構
成
。市
民・

事
業
所
を
対
象
に
行
わ
れ
た
環
境

に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
も
参

考
に
し
な
が
ら
、
市
長
か
ら
の
諮

問
に
基
づ
き
、
５
月
か
ら
審
議
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
年
３
月
に
発
生
し
た
震
災
に

よ
る
放
射
能
汚
染
へ
の
不
安
が
全

国
的
に
広
が
っ
て
い
る
こ
と
を
は

じ
め
、
こ
の
10
年
間
で
自
然
や
環

飯山市環境審議会委員　（順不同、敬称略）

境
を
取
り
巻
く
状
況
は
大
き
く

変
わ
っ
て
お
り
、
今
後
10
年
間
の

飯
山
市
の
環
境
に
対
す
る
取
り
組

み
の
基
本
と
な
る
重
要
な
計
画
と

な
り
ま
す
。

　

審
議
会
で
は
今
年
11
月
頃
ま

で
月
１
回
程
度
審
議
を
行
い
、
素

案
を
ま
と
め
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
で
寄
せ
ら
れ
た
市
民
の
意
見

を
盛
り
込
ん
で
、
来
年
２
月
頃
に

市
へ
答
申
す
る
予
定
で
す
。
審
議

の
経
過
は
市
報
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
お
知
ら
せ
し
て
い
き
ま
す
の
で
、

計
画
や
環
境
に
関
す
る
ご
意
見

等
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
市
民
環
境

課
ま
で
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

環境基本条例における基本理念

ご
存
知
で
す
か
？

児
童
扶
養
手
当

　

児
童
扶
養
手
当
と
は
、
父
母
の

離
婚
な
ど
に
よ
り
、
父
ま
た
は
母

と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い
児

童
を
養
育
し
て
い
る
ひ
と
り
親
家

庭
や
、
父
母
に
か
わ
っ
て
そ
の
児

童
と
同
居
し
、
養
育
し
て
い
る
方

に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

※
原
則
、
児
童
が
18
歳
に
到
達
し
た

年
度
末
ま
で
支
給
さ
れ
ま
す
。

【
手
当
て
の
支
給
額
】（
月
額
）

　
４
万
１
５
５
０
円
〜
９
８
１
０
円

※
所
得
に
応
じ
て
異
な
り
、
所
得

が
一
定
の
支
給
制
限
を
超
え
た
場
合

は
、
支
給
停
止
と
な
り
ま
す
。

【
支
給
手
続
き
・
対
象
月
】

　

児
童
扶
養
手
当
は
申
請
を
受

理
し
た
月
の
翌
月
か
ら
支
給
対
象

と
な
り
ま
す
。

　

新
た
に
該
当
に
な
っ
た
方
は
、

早
め
に
手
続
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
す
で
に
児
童
扶
養
手
当

を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は
、
１
年

に
１
度
（
８
月
）、
更
新
の
た
め

現
況
届
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
該

当
す
る
方
に
は
後
日
通
知
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

【
お
問
い
合
わ
せ
】
子
ど
も
課 

子
育
て
支
援
係 

☎
62
３
１
１
１ 

内
線
３
６
３

『
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

 

減
額
認
定
証
』を
更
新
し
ま
す

　
日
程
等
詳
し

く
は
、
保
健
福
祉
課
ま
で

お
問
い
合
わ
せ

対
象
は
３
〜
４
才
児
と
小
学
校
３・４
年
生

役職 委員氏名 推薦組織等
会 長 上 原　 脩 学識経験者
職 務
代理者 中澤のり子 飯山くらしの会

委 員 市 川 孝 美 飯山市区長会協議会
〃 木 内 秀 一 飯山商工会議所
〃 市 川 壽 善 ＪＡ北信州みゆき
〃 小 林 初 子 飯山市議会
〃 大 熊　 傳 飯山市農業委員会
〃 村 松 敏 人 信州いいやま観光局
〃 服 部 秀 人 飯山市公民館
〃 田 中 妙 子 学識経験者
〃 井 田 秀 行 学識経験者
〃 小 林 和 男 学識経験者
〃 森　 浩 晴 公募委員
〃 小林今朝之 公募委員

基本理念①
　環境の恵みの享受と将来の世代
　への継承
基本理念②
　環境への負荷の少ない持続的発
　展が可能な社会の構築
基本理念③
　地球環境保全への取り組み
基本理念④
　市、市民、及び事業者の責務に
　応じた役割の実施


